
高等教育の修学支援新制度における 

令和７年度日本学生支援機構給付奨学金 

在学採用申込について 
 

この案内は、高等教育の修学支援新制度（以下「新制度」と言う。）に係る日本学生支援機構給付奨学

金の案内となります。新制度は「入学料減免」・「授業料減免」・「日本学生支援機構給付奨学金」が併せ

て支援されます。生計維持者の所得・通学形態・家族構成等により、日本学生支援機構給付奨学金の支援

区分及び支給月額が決定し、支援区分に応じて入学料（専攻科生及び編入学生のみ）・授業料の減免額が

決定されます。 

高等教育修学支援新制度における授業料等減免のみ希望される方もお申込みください。（多子世帯含む） 

※入学料減免の対象は基本的に専攻科及び編入学生となります。令和７年３月に入学料免除申請書を 

 提出した方で、当該奨学生でない方は当制度に申し込んでください。 

 

１．申込資格 

令和７年度に本科４・５年生及び専攻科生であり、以下の基準に該当する者。 

  （過去に本科４年生以上の時に留年または現在留年中の者は対象外） 

 

【学力基準】※次のいずれかに該当すること 

【４年生】 

（１）１～３年次の評定平均値が３.５以上であること 

（２）将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、「学修計画書」で 

確認できること 

【５年生・専攻科生】 

（１）高専における全履修科目の GPA（平均成績）が、上位１/２以上であること 

（２）修得した単位数の合計数が標準単位数以上であり、かつ将来、社会で自立し、活躍する目標をもって 

   大学等における学修意欲を有していることが、「学修計画書」で確認できること 

 

【家計基準】（収入基準・資産基準）※いずれかの区分に該当すること 

（第Ⅰ区分）申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること 

（第Ⅱ区分）申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600円未満であること 

（第Ⅲ区分）申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600円以上 51,300円未満であること 

（第Ⅳ区分）申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 51,300円以上 154,500円未満であること 

※令和７年度より、多子世帯（扶養する子が３人以上の家庭）への支援としての区分が追加されました。 

※日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」で、新制度の対象になりそうかどうか大まかに調べること

ができます。 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html 

  支援金額  ※区分により支援金額が異なります 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html


年収目安 区分 
支援額 

区分 
支援額 

給付奨学金 授業料等減免 給付奨学金 授業料等減免 

～270 万円 第Ⅰ区分 3/3 3/3 
第Ⅰ区分 

（多子世帯） 
3/3 3/3 

270～300万円 第Ⅱ区分 2/3 2/3 
第Ⅱ区分 

（多子世帯） 
2/3 3/3 

300～380万円 第Ⅲ区分 1/3 1/3 
第Ⅲ区分 

（多子世帯） 
1/3 3/3 

380～600万円 - - - 
第Ⅳ区分 

（多子世帯） 
1/4 3/3 

600万円～ 

かつ多子世帯 
- - - 多子世帯 - 3/3 

※自宅通学と自宅外通学で給付奨学金の支援金額が異なります。詳しくは学生課で受け取るパンフレットを

ご確認ください。 

※受給資格は原則として令和７年４月分から卒業（修業年限の終期）までです。ただし、採用後は定期的に適 

格認定（採用区分の見直し）が行われ、学業成績や家計基準により、区分の変更や廃止となることがありま 

す。また、懲戒処分を受けた場合は、認定の取り消しや停止となります。 

 

２．申込手順 

 ①学生課学生係から申請書類の受け取る（４月１８日（金）まで） 

※郵送を希望する場合は、４月１６日（水）（必着）までに返信用封筒（切手貼付・宛名記入済）を 

学生課学生係までご郵送ください。 

 

② 学校へ以下の書類を提出（該当者のみ）（４月２５日（金）必着） 

 「資料」26Pをご覧ください。 

  

③「スカラネット入力下書き用紙」に記入した内容をスカラネットに入力 

（同封のスカラネットのログイン IDとパスワードを使用） 

 

④「奨学金確認書兼地方税同意書」の郵送（４月３０日（水）（必着）） 

※その後、学生係で入力データを取りまとめ、学内選考を経て日本学生支援機構に推薦します。 

 

３．学生係からの配布書類 

・本紙 

・スカラネット入力用 ID・パスワード 

・奨学金案内ダイジェスト 

・スカラネット入力下書き用紙 

  ・給付奨学金確認書兼地方税同意書 

 

 

 

 

 



４．提出書類（全員提出） 

（１）全員が提出する書類 

№ 提出書類 提出方法 注意事項 提出先 

1 
給付奨学金確認書 

兼地方税同意書 

日本学生支援機構へ

郵送 

記入する住所が住民票と違っていて

も、現住所を記入してください。 

日本学生支援機構 

2 マイナンバーの提出 スカラネットへ入力 
奨学金申請者本人、生計維持者の 

マイナンバーを提出してください。 

（２）該当者のみ提出する書類 

「資料」26Pをご覧ください。 

 

５．スカラネット入力時の注意事項 

・「高等教育の修学支援新制度における（給付奨学金及び授業料等減免）の申請を希望しますか」の設問には

必ず「希望します」を選択してください。「希望しません」を選択すると支援が受けられません。（授業料

等減免のみの方も「希望します」を選択してください） 

 

 

・スカラネットでの奨学金申込が完了すると、メニュー画面から「マイナンバー入力用の専用画面」へ遷移が

可能です。奨学金申込者本人、生計維持者①、生計維持者②のマイナンバーを入力してください。 

 



 

６．その他注意事項 

（１）申請を取りやめる場合は、その旨を必ず学生係へ連絡してください。 

（２）不明な点がありましたら学生係へお問合せください。 

（３）書類に記載された個人情報は、奨学金の申請に関する資料としてのみ使用します。 

（４）期日を過ぎての申請は受け付けませんので、必ず期限内に手続きしてください。 

 

《提出・問合せ先》 

 〒４１０－８５０１ 沼津市大岡３６００ 

 沼津工業高等専門学校 学生課学生係 

 ＴＥＬ：０５５－９２６－５７３４ 

 ＦＡＸ：０５５－９２６－５８８２ 


